
土地家屋調査士賠償責任保険 ご加入者様

三井住友海上火災保険株式会社

愛媛支店 松山支社

土地家屋調査士賠償責任保険 廃業補償特約のご案内

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は弊社業務につきご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、土地家屋調査士賠償責任保険のご加入者様については、廃業 (退会)時より5年間を補償期間とする廃業補

償特約の補償対象となりますため、詳細について下記の通りご案内申し上げます。また、補償期間終了後に 1回の

み、延長手続きを頂くことができますので、あわせてご案内申し上げます。

記

1.廃業補償特約の概要

廃業補償特約は、ご加入者様が廃業 (退会)した場合または死亡された場合に、廃業 (退会)または死亡時点のご

加入内容にて、廃業 (退会)後または死亡後 5年間にわたつて補償が延長される特約です。

※補償期間中にご加入者様が死亡された場合は、保険契約をご加入者様の代表法定相続人に名義変更頂いた上

で、補償いたします。

※時効、または除斥期間の経過により、ご加入者様が法律上の損害賠償責任を負わない場合、この特約の補償対

象とはなりません。

※詳細については、リーフレットをご確認下さい。廃業 (退会)後 に損害賠償請求を受けた場合は、遅滞なく弊社ま

でご連絡をお願いいたします。

2.ご対応のお願い

(1)「延長手続き依頼シート」の送付

廃業補償特約については、廃業 (退会)日寺点より5年間が補償期間となりますが、補償期間終了後に 1回のみ延長

いただくことができます (※ )。 現時点で延長手続きのご案内を希望される方、または補償期間終了時に改めて延長

の要否についてご検討されたい方については「延長 依頼シートを弊社まで郵洪または FAXにて送付いただ

けますようお願いいたします。送付いただきました方については、補償期間終了時より約 2か月前を目安に代理店

よりご連絡を差し上げます。なお「延長手続き依頼シート」は補償期間終了時 (5年後)に使用しますため、その際に

ご連絡が取れる情報をご記入下さい。

(※ )延長のご契約に際しては、別途保険料を頂戴いたします。保険料については、代理店よりご連絡を差し上げる

際に、改めてご案内申し上げます。

(2)土地家屋調査士賠償責任保険の解約について

廃業 (退会)時をもつて廃業補償特約が有効となりますため、ご契約の土地家屋調査士賠償責任保険について、解

約のお手続きをお願いします。お手続きについては担当代理店、またはご所属の土地家屋調査士会までご連絡下

さい。



3。 「登録情報変更シート」について

「延長手続き依頼シート」を送付いただいた方については、弊社より受領した旨のご案内と合わせて「登録情報変更

シート」を郵送にてご案内いたします。「延長手続き依頼シート」の記載内容から変更が生じた場合 (例 :転居や電話

番号の変更、ご連絡先の変更等)、 その旨を「登録情報変更シート」に記載いただき、弊社宛に送付いただけますよ

う、宜しくお願いいたします。

4.添付書類

(1)延長手続き依頼シート

(2)廃業補償特約リーフレット

(3)返戻保険料の振込先指定書

(4)返信用封筒

5,本件に関するお問い合わせ先

三井住友海上火災保険株式会社 愛媛支店松山支社

TEL: 089-941-0299  FAX: 089-941-9148

担当代理店 :有限会社 桐栄サービス

TEL 1 03-5282-5166  FAX: 03-5282-5167



土地家屋調査士賠償責任保険
廃業補償特約のご案内

本リーフレットは、土地家屋調査士賠償責任保険のご加入者様に対して、

廃業 (退会)後の補償についてご案内するものです。
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日本土地家屋調査士会運合会共済会

引受保険会社

三井住友海上火災保険株式会社

代理店・扱者

有限会社 桐栄サービス



廃業後 (退会後)の補償

補償内容

廃業補償特約は、

補償期間中に、被保険者が
死亡された場合は

被保険者の法定相続人を同一の被保険者とみな

し、補償いたします。

※時効、または除斥期間の経過により、ご加入者が法律上の損害賠償責任を負わない場合、補償対象とはなりませんので、

ご
｀
注意ください。

※土地家屋調査士業務危険のみ補償の対象となります。施設危険については補償対象タトとなります。

支払限度額
廃業 (退会)直前までご加入されていた、土地家屋調査士賠償責任保険と同一の補償内容 とな り
ます。ご加入のセットについては、ご加入時の加入者証をご

｀
確認ください。
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1請求につき3′ 000万円

損吾賠1賞請求対象期間

(保険期間)中 通算6,000万円

50万円

A-1(Gl) 0 0

A-2(G2) 5万円 5万円

A‐3(G3) 10万円 10万円

A-4(G4) 30万円 30万円

A-5(G5)

1請求につき500万円

チ員吾員舌便言青求ヌす象ヌ月間

(保険期間)中 通算 1′ 000万円

50万円

E‐4(K4)
E‐5(K5)

E‐1(Kl)
E-2(K2)

E-3(K3

1請求につき5,000万 円

損害賠償請求対象期間

(保険期間)中 通葺1億円

50万円

B-1(Hl) 0 F‐ 1(Ll) 0

B-2(H2) 5万円 F‐2(L2) 5万円

B‐3(H3) 10万円 F-3 (L3) 10万円

B-4(H4) 30万円 F‐4 (L4) 30万 円

B-5(H5)

1請求につき 1′ 000万円

損害賠償請求対象期間

(保険期間)中 通算 2′ 000万円

50万円 F‐5(L5)

損害賠償請求対象期間

(保険期間)中 通算2億円

1請求につき1億円

50万 円

C-1(11) 0 P-1(Ql) 0

C-2 (12) 5万円 P…2(Q2) 5万円

C‐3 (13) 10万円 P-3(Q3) 10万円

C‐4 (14) 30万円 P-4(Q4)
C‐5 (15)

1請求につき2′ 000万円

損害賠償請求対象期間

(保険期間)中 通算4′ 000万円

50万円 P-5(Q5)

損害賠償請求対象期間

(保険期間)中 通算4億円

1請求につき2億円

30万円

50万円

加入の型

(   )「殉(よ

調査士法人の型

免責金額

(■請求につき)

(  )内は

調査士法人の型

支払限度額

■
■
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ご契約手続

土地家屋調査士賠償責任保険ご加入者様については、自動的にネ甫償の対象となりますので、お手続

きは不要です。



土地家屋調査士賠償責任保険 (廃業補償特約 )について

1日 保 険金 を お 支払 い す る 主な場 合

土地家屋調査士特別約款に基づく保険契約の被保険者であつた者 (以下「廃業前被保険者」といいま

す。)が、この補償の補償期間開始前に日本国内においてイ子つた土地家屋調査士業務※について、この補

償の期間中に提起された損害賠償請求によつて被保険者が損害賠償責任を負担することによつて被る損

害に対して、保険金をお支払いします。

(ご注意)

※土地家屋調査士業務とは、土地家屋調査士法第 3条第 1頃第 1号～第 8号の業務をいいます。

①不動産の表示に関する登記について必要な土地または家屋に関する調査または測量をすること。

②不動産の表示に関する登記の申請手続またはこれに関する審査請求の手続についての代理をすること。

③不動産の表示に関する登記の申請手続またはこれに関する審査請求の手続について法務局または地方法務局に提出し、また

は提供する書類または電磁的記録の作成をすること。

④筆界特定の手続についての代理をすること。

⑤筆界特定の手続について法務局または地方法務局に提出し、または提供する書類または電磁的記録の作成をすること。

③上記①～⑤の事務について相談に応じること。

②土地の筆界が現l也 において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続であつて当該紛争の

角旱決の業務を公正かつ適確に考子うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代埋

をすること。

③上記②の事務について相談に応 じること。

(注)②および①の業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した

土地家屋調査士に限り行うことができる。なお、②の業務については、弁護士との共同受任を条件として行うことが

できる。

2コ 損害賠償請求対象期間 (補償期間)

この特約の損害賠償請求対象期間は、廃業 (退会)日から5年間となります。

※損害賠償請求対象期間経過後、1度のみ、5年間の延長手続きを行うことができます。なお、延長され

る場合は、追加の保険料が必要です。

3日 お支払いとなる保険金

損害 (保険金)の種類 内   容

①損害賠償金
法律上の侵害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等 (損害賠償請求権

者に対する遅延損害金を含みます。)

②損害防止費用 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であつた費用

③権利保全行使費用
発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使する

ために必要な手続に要した費用

④緊急措置費用
事故が発生した場合の緊急措置 (他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費

用

⑤協力費用 引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した費用

⑥争訟費用 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酉ll等の費用

※上記①から④までの保険金については、それぞれの規定により計葺した損害の額から証券記載の免責金額を差し引いた額をお支

払いします。ただし、証券記載の支払限度額を限度とします。上記⑤および⑤の保険金については、原貝」として支払限度額の適

用はありません。ただし、⑤については①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、次の限度額とします。

お支払いする争訟費用の額
⑥争訟費用の額 ×

支払限度額

①損害賠償金の額

※なお、「②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に引受保険会社の同意を要しますので、必ず引受保険会社まで

お問合わせください。

※適用される普通保険約款、特別約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款、特

別約款および特約でご確認ください。

※被保険者が被吾者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生した損害の額および被

保険者の過失割合等によつて決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見

舞金等は、保険金のお支払いの対象とはなりません。



4.保険金をお支払いしない主な場合

次のような事故に起囚する損害賠償責任、損害等はこの制度の補償の対象とはなりません。

<普通保険約款でお支払いしない主な場合>
●保険契約者または被保険者の故意によって生した損害賠償責任

●被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任

●被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊 (減失、破損または汚損)について、その財物につき正当な権利を有する者

に対して負担する損害賠償責任
∝)

(注)これらの場合でも、土地家屋調査士特別約款により、被保険者の業務に付随して管理する他人の印鑑、陳明吾類および

図書については補償の対象になります。

●被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任

●被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任

●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾 (し ょう)

に起因する損害賠償責任

●地震、噴火、洪水、滓波または高潮に起因する損害賠償責任

●液体、気体 (煙、蒸気、しんあい等を含みます。)または固体の排出、流出または浴 (いつ)出に起因する損害賠償責任 (た

だし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。)

●原子核反応または原子核の崩壊に起囚する損害賠償責任 (ただし、医学的、科学的利用もしくは一抱侵産業上の利用に供されるラ

ジオ・アイソトープ 《ウラン・トリウム・プル トニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子

核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。)

<土地家屋調査士特別約款でお支払いしない主な場合>
●土地家屋調査士業務にかかわる事故について、被保険者、その使用人または被保険者の業務の補助者の犯罪 (過失犯を除きま

す。)によって生した損害賠償責任

●業務の結果を保証することにより加重された損害賠償責任
●保険契約締結の当時、保険期間開始前に発生した原因または事由により保険期間開始後、被保険者に対し「保険金を支払う

場合」の損害賠償請求のなされることを知っていた場合、もしくは過失によつてこれを知らなかつた場合においてその原因

または事由によって生した損害賠償責任

等

5日 ご
・
注意いただきたいこと

◆示談交渉は必ず引受保険会社とご
｀
相談いただきながらおすすめください。

この保険では、保険会社が被保険者に代わつて損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、
万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応しさせていただき
ます。なお、あらかしめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害
賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。

◆損害賠償請求がなされた場合の引受保険会社へのご連絡等

損害賠償請求がなされた場合、または損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合には、代理店 。扱者または引受

保険会社に次の事項をご連絡ください。

①損害賠償請求を最初に知った時の状況

②申し立てられている行為

③原因となる事実

三井住友海上へのご連絡は     事故は  いち早く

健鎖黒憂還甚棄薙梨配ケず埼0120日 258山 189鶴糊ヘ

代理店・扱 有限会社 桐栄サービス
〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町 1丁目 2番 10号 土地家屋調査士会館 6階
TEL:03 (5282)5166 FAX:03(5282)516フ

引受保険会社
三井住友海上火災保険株式会社
〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台 3-11-1 広域法人部 営業第一課

TEL:03 (3259)6692

この保険制度のご連絡先



三井住友海上火災保険株式会社 宛

土地家屋調査士賠償責任保険 廃業補償特約

長手続き依頼シー

土地家屋調査士賠償責任保険 廃業補償特約について、補償期間(5年間)終了後に同特約の

延長について検討するため、補償期間終了前の連絡を希望します。

注 1:本シートは 5年後に連絡を差し上げる際に利用致します。電話番号、FAX番号、住所については 5年後

にご連絡が取れる1隋報をご記入下さい。

注 2:補償期間終了後に、ご加入者様に連絡が取れない場合にご案内申し上げます。ご指定の連絡先がござ

いましたら、ご記載ください。

本シートの送付先

三井住友海上火災保険株式会社 広域法人部営業第一課 宛

郵送の場合 :東京都千代 田区神 田駿河台3-11-1

FAXの場合 :03-3259-7218

なお、弊社(三井住友海上火災保険株式会社)より、本シート受領した旨を書面にてご案内申し

上げます。大変恐れ入りますが、本シートをご送付頂いた後に一ヶ月以上経過しても上記ご案内

がない場合は、以下お問い合わせ先までご連絡をいただきますよう、宜しくお願いいたします。

1登録情報変更シート」にて弊社宛にご連絡を頂きますよう、お願いいたします。

お問い合わせ先

三井住友海上火災保険株式会社 広域法人部営業第一課 (日 本土地家屋調査士会連合会担当)

TEL:03-3259-6692 FAX:03-3259-7218

受領 日 加入プラン 登録 No

ご加入者様名

電話番号
に 1)

FAX署事手許
(注 1)

住所
に 1)

本シート記載 日

ご所属の土地家屋調査士会

登録番号

ご加入者様以外の連絡先 は妙
(氏名 ) (電話番号 )

会社使用欄



年     月 日

中途脱退 (解約)に伴 う返戻保険料の振込先指定書

住 所

7)ガ ナ

会 員 名

法人個人区分
法人    個人

所属会名 登録番号

お振り込みご指定日座

その他

金融機関名

支店名

口座種類・番号

支店名 日座種類 (Oを して下さい)

醤連1 増凛1軒驚Ⅲ
日座番号

ア ,ガ ナ

日座名義人

退会 。廃業 。その他区分 退会 )廃業 その他 (

退会・廃業日 年 月 日




